
各課からのおしらせ
和紙の子児童クラブ補助員の募集

　和紙の子児童クラブでは、児童の夏休み期間中、補助員を
募集します。
応募資格 ・ 職務遂行に支障がない良好な健康状態であること

・次のいずれにも該当しない人
〇 禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはそ

の執行を受けることがなくなるまでの人
〇 当該地方公共団体から、懲戒免職の処分を受け、当該処分

の日から２年を経過しない人
〇 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務

員法第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた人
〇 日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法またはそのもとに

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他
の団体を結成し、またはこれに加入した人

職　　種 　放課後児童クラブ補助員
雇用期間 　７月２１日（木）～８月３１日（水）
就業場所 　東秩父村立和紙の子児童クラブ（旧落合保育園）
勤務条件  ・午前８時～午後１時／午後１時～６時

    ※シフト制
 ・勤務日等は採用時要相談
 ・放課後児童クラブ保育業務（支援員補助等）
報酬単価 　時給９６０円＋通勤手当相当額別途支給
採用人数 　若干名
募集期間 　６月１日（水）～３０日（木）
申込方法 　 総務課備え付け、または村ホームページに掲載の

申込書に必要事項を記入のうえ、総務課へ提出し
てください。

試験方法 　書類選考または面接試験
問合せ　総務課　☎８２－１２２１

農薬は適正に使用しましょう
　農薬を使用する際は、使用方法や注意事項を厳守し、散布区域外に飛散しないよう十分注意してください。できる
だけ、農薬以外の防除方法を検討し、やむを得ず農薬を散布するときは、事前に周辺住民や施設利用者等に周知する
とともに風向きなどに十分注意して、事前防止に努めてください。

問合せ　東松山保健所　☎２２－０２８０

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度

本人通知制度とは

　住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正な
取得による、プライバシーや財産の侵害を防
ぐため、あらかじめ登録を申請した方に対し
て、本人の代理人や第三者からの交付請求
により住民票の写し等などを交付した際に、
通知をお送りしてお知らせする制度です。

　埼玉県内の各市区町村で、平成２２年６月１
日から一斉に実施しました。

登録に必要なもの
　運転免許証などの本人確認資料
　手数料はかかりません。
　手続きは、原則として本人が来庁し、申請書
を提出していただくことになります。詳しくは
住民福祉課までお問合せください。

　なお、同時に「住民票等の不正取得通知制度」
も実施しております。こちらは登録の有無に関
わらず、住民票などが不正に取得されたことが
明らかになった場合に、ご本人に対して通知を
お送りしてお知らせするものです。

問合せ　住民福祉課　☎８２－１２２６

東秩⽗村地域応援商品券（第三弾）を配布します
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費支出の低迷に対し、消費喚起と商業者の事業継続および売上拡大
を図るとともに住民の皆様の生活支援を目的として、東秩父村地域応援商品券（第三弾）を配布します。
配布内容

対 象 者：令和４年５月１日時点で東秩父村に住民票を有している方
⽀ 給 額：１人あたり１万円分の商品券（５００円×２０枚綴り）
使用期間：６月１日～１１月３０日
　　　　　※使用可能店舗は商品券発送時に同封の取扱加盟店一覧表でご確認ください。
　　　　　※前回配布した、使用期間が令和３年５月１日～１２月３１日までの商品券はご使用いただけません。
配布方法：世帯主あてに簡易書留にて発送
　　　　　※ 令和４年５月１日～１１月３０日の出生者は、産業観光課までお申し出いただければ、別途配布いた

します。
　　　　　※ 商品券配布は５月末頃を予定していますが、郵送状況により到着が６月１日を過ぎる可能性がありま

すので、予めご了承ください。 問合せ　産業観光課 ☎８２－１２２３

産業観光課からのお知らせ
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